
（１）利子所得等の課税状況

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額
障 害 者 等 非 課
税 ・ 財 形 貯 蓄 非
課税分支払 金額

その他の非課税分
支 払 金 額

支 払 金 額 源 泉 徴 収 税 額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

6,234,203 954,768 29,749 60,716,839 66,980,790 954,768

15,926,714 2,439,176 86,429 2,843,757 18,856,900 2,439,176

銀 行 預 金 42,640,768 6,475,025 517,966 5,049,908 48,208,642 6,475,025

銀 行 以 外 の
金 融 機 関 の 預 金

25,962,886 3,958,983 524,355 10,964,877 37,452,118 3,958,983

その他勤務先預金等
の 利 子

13,336,674 2,042,512 681,197 56 14,017,927 2,042,512

334,528 51,153 6,191 2,751 343,470 51,153

1,540,924 231,830 4,075 108,115 1,653,114 231,830

105,976,697 16,153,447 1,849,962 79,686,302 187,512,962 16,153,447

4,154,561 636,271 － 225,902 4,380,463 636,271

887,345 140,023 90,176 － 977,521 140,023

3,662,801 670,062 － － 3,662,801 670,062

114,681,404 17,599,803 1,940,138 79,912,204 196,533,747 17,599,803

調査対象等：　平成27年２月から平成28年１月までに利子等の支払者から提出された「利子等の所得税徴収高計算書」等に基づいて作成した。
（注）１　「障害者等非課税・財形貯蓄非課税分」は、所得税法第10条（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税）、租税特別措置法第４条

　　　　（障害者等の少額公債の利子の非課税）、第４条の２（勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税）及び第４条の３（勤労者財産

　　　　形成年金貯蓄の利子所得等の非課税)に規定する非課税分である。

　　　２　「その他の非課税分」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）のほか、租税特別措置法第５条（納税準備預

　　　　金の利子の非課税）及び第８条（金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用）等に規定する非課税分である。

　　　３　「課税分」には、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

　　　４　「割引債の償還差益」の「支払金額」及び「源泉徴収税額」は、租税特別措置法第41条の12（償還差益等に係る分離課税等）に規定

　　　　する課税分であり、個人のほか、法人の受取分も含まれている。

計

定期積金の給付補てん金等

匿名組合契約等に基づく利益の
分 配 、 生 命 保 険 等 の 差 益

小　　　　　計

割 引 債 の 償 還 差 益

預貯金

３－３　所得種類別課税状況

公社債投資信託の収益の分配等

合　　　　　計非　課　税　分課　　税　　分

区　　　　　分

公 債

社 債

合同運用信託の収益の分配

関東信越国税局
源泉所得税３
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（２）配当所得の課税状況

非 課 税 分

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円

470,987,524 91,474,446 97,284,600 568,272,124 91,474,446

投資信託（公社債投資信託及び
公募公社債等運用投資信託を除
く。）及び特定受益証券発行信
託の収益の分配等

10,741,812 1,637,692 19,810,622 30,552,434 1,637,692

源泉徴収選択口座内配当等 236,380,359 36,197,112 － 236,380,359 36,197,112

計 718,109,696 129,309,250 117,095,222 835,204,918 129,309,250

（注）１　「非課税分」は、所得税法第11条（公共法人等及び公益信託等に係る非課税）に規定する非課税分のほか、租税

　　　　特別措置法第９条の３の２第１項に規定する上場株式等の配当等で国内における支払の取扱者を通じて支払われた

　　　　もの及び租税特別措置法第９条の８に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税分である。

　　　２　「課税分」には、個人のほか法人の受取分も含まれている。

剰余金又は利益の配当、剰余金
の分配、基金利息の分配、特定
投資法人の投資口の配当等

合 計
区　　　　　分

課 税 分

調査対象等：　平成27年２月から平成28年１月までに配当等の支払者から提出された「配当等の所得税徴収高計算書」及び

　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書」等に

　　　　　　基づいて作成した。
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（３）特定口座内保管上場株式等の譲渡所得等の課税状況

千円 千円

249,279,836 38,195,241

調査対象等：　平成27年２月から平成28年１月までに上場株式等の譲渡の対価の支払者から提出された
　　　　　　「上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税
　　　　　　徴収高計算書」に基づいて作成した。

区　　　　　　　分
源 泉 徴 収 選 択 口 座 内
調 整 所 得 金 額 等

源　泉　徴　収　税　額

源 泉 徴 収 選 択 口 座 内 保 管
上 場 株 式 等 の 譲 渡 所 得 等
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（４）給与所得及び退職所得の課税状況

支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額 支払金額 源泉徴収税額

千円 千円 千円 千円 千円 千円

3,415,571,994 122,686,198 22,033,385,714 754,165,954 25,448,957,708 876,852,152

7,018,037 252,470 134,516,548 2,612,594 141,534,585 2,865,064

3,422,590,031 122,938,668 22,167,902,262 756,778,548 25,590,492,293 879,717,216

195,104,831 1,752,738 379,512,719 14,373,317 574,617,550 16,126,055

－ － － 4,070 － 4,070

調査対象等：

用語の説明：１

２

３

計

給与等の支払者から平成28年４月30日までに提出された「法定調書合計表（給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収
票）」及び平成27年２月から平成28年１月までに提出された「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」に基づいて作成し
た。

「徴収猶予」とは、通常の法定納期限に徴収しないで、一定の期間徴収手続を猶予することをいう。したがって、一定の
期間、納期限を延長する、いわゆる延納制度とは異なるものである。

「法定調書」とは、所得税法の規定により税務署長に対して、その提出を義務付けられている書類をいい、原則として翌
年１月31日までに提出することになっている。法定調書の種類は多数にのぼっており、例えば、①利子等の支払調書、②配
当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書、③報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、④給与所得の源泉徴収票、⑤非居
住者に支払われる給与、給付及び役務の報酬の支払調書がある。

給 与 所 得

区　　　　　分
官 公 庁 そ の 他 合 計

「官公庁」とは、政府機関、地方公共団体及びこれらの関係機関（所得税法別表第一に掲げる法人等のうち、公社、公
団、公庫、事業団、日本政策金融公庫、国立大学法人等、国・地方公共団体が全額出資しているもの及び行政執行法人をい
う。）を集計したものである。

退 職 所 得

災 害 減 免 法 に よ り
徴 収 猶 予 し た も の

俸給・給料・賞与

日雇労働者の賃金

関東信越国税局
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（５）報酬・料金等所得の課税状況

34,466,542 3,504,572

150,041,992 20,921,555

132,326 11,476

90,149,507 6,688,209

5,580,402 589,400

19,434,369 1,080,193

3,679,305 290,200

303,484,445 33,085,605

（ 公 的 年 金 等 ） 80,559,073 630,923

（ 生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金 ） 85,457,839 1,248,190

（ 馬 主 が 受 け る 競 馬 の 賞 金 等 ） 355,959 12,473

469,857,315 34,977,191

－ 1

調査対象等： 　報酬・料金等の支払者から、平成28年４月30日までに提出された「法定調書の合計表(報酬・料金・契約金及び賞金の
支払調書)」及び平成27年２月から平成28年１月までに提出された「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」等に基づいて
作成した。

計

職 業 野 球 の 選 手 、 騎 手 、 外 交 員 等 の 報 酬 又 は 料 金

芸 能 等 に つ い て の 出 演 、 演 出 等 の 報 酬 又 は 料 金

弁 護 士 、 税 理 士 等 の 報 酬 又 は 料 金

診 療 報 酬

千円

源泉徴収税額

原 稿 料 、 作 曲 料 、 放 送 謝 金 、 講 演 料 等 の 報 酬 又 は 料 金

法
　
第
2
0
4
条
　
該
当

区　　　　　　　　　　分

契 約 金 ・ 賞 金

支　払　金　額

千円

法 第 207 条 該 当

法 第 203 条 の ２ 該 当

災 害 減 免 法 に よ り 徴 収 猶 予 し た も の

法 第 174 条 該 当

バ ー 、 キ ャ バ レ ー の ホ ス テ ス 等 の 報 酬 又 は 料 金

　小　　　　　　　　　計　

関東信越国税局
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（６）非居住者等所得の課税状況

141,482 27,570

6,114,612 619,691

125,593 25,647

10,828,233 990,249

166,502 26,491

55,042 10,325

9,524,562 1,051,779

3,578,367 372,122

1,878,222 213,071

1,291,191 238,428

- -

1,159,416 116,974

7,528,817 1,119,560

- -

9,292 1,795

42,401,332 4,813,701

調査対象等：

機 械 等 の 使 用 料

土 地 等 の 譲 渡 に よ る 対 価

退 職 所 得

役 務 の 報 酬

匿 名 組 合 契 約 に 基 づ く 利 益 の 分 配

給 与 ・ 賞 与 等

　平成27年２月から平成28年１月までに非居住者等の給与等の支払者から提出された「非居住者・外国法人の所得につい
ての所得税徴収高計算書」に基づいて作成した。

源 泉 徴 収 税 額支 払 金 額

千円 千円

工 業 所 有 権 そ の 他 の 技 術 に 関 す る 権 利 等 の 使 用 料
又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

賞 金

合　　　　　計

人 的 役 務 提 供 事 業 の 対 価

生 命 保 険 契 約 等 に 基 づ く 年 金

公 社 債 ・ 預 貯 金 の 利 子 等

剰 余 金 又 は 利 益 の 配 当 、 特 定 投 資 法 人 の 投 資 口 の 配 当 等 、
投資信託（公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。）
及 び 特 定 受 益 証 券 発 行 信 託 の 収 益 の 分 配

区　　　　　分

著 作 権 の 使 用 料 又 は そ の 譲 渡 に よ る 対 価

貸 付 金 の 利 子

不 動 産 、 採 石 権 の 貸 付 、 租 鉱 権 の 設 定 又 は 航 空 機 、
船 舶 の 貸 付 に よ る 所 得

関東信越国税局
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